
～消費者被害にあわないために～

申込受付 随時受付（ご希望の日時で調整します。）

和歌山県消費生活センター （問合せ先 TEL:073-433-1551）

申込方法

裏面申込書にご記入の上、郵送、MAIL、FAXいずれかでお送りください。

【申 込 先】 和歌山県消費生活センター
〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2 和歌山ビッグ愛8階
MAIL:e0313011@pref.wakayama.lg.jp
FAX:073-433-3904

■講座内容(例)■
●消費者被害にあわないために ～最近の相談事例から～

・初回500円の格安化粧品を買ったら、定期購入となっていた…
・ 「誰でも簡単に稼げる」と副業･投資の儲け話を持ち掛けられた…
・点検に来た業者に強引に勧誘されて契約してしまった…

●暮らしと身近な契約の基礎知識
・お店で買い物をするときの、契約成立のタイミングは?
・クーリング・オフってなんだろう?

●高齢者や若者を狙う悪質商法の手口 ●気を付けよう!インターネットのトラブルなど

※講座内容は一例です。御希望に合わせて調整いたします。

実 施 日 原則、希望日の概ね２か月前までにお申込みください。
※講師との日程調整のため、ご要望にお応えできない場合がございます。
会場はご用意ください。

消費者啓発講座

出前講座を

無料で実施
します!

和歌山県ＰＲキャラクター きいちゃん



消費者啓発講座申込書 

和歌山県消費生活センター 宛て 

令和  年  月  日 

下記のとおり申し込みます。 

※講座は、講師選定の関係上、原則、希望日の概ね２ヶ月前までにお申し込みください。 

申込者 

団体名  

代表者  

所在地  

連絡先 

担当課  

担当者名  

電話番号

/Mail 
/ 

希望日時 
第１希望 令和  年  月  日（ 曜日）  時  分～  時  分 

第２希望 令和  年  月  日（ 曜日）  時  分～  時  分 

講座内容 

ご希望の講座内容に「✔」を入れてください 

□ 消費者被害にあわないために ～最近の相談事例から～ 

□ 高齢者や若者を狙う悪質商法の手口 

□ 暮らしと身近な契約の基礎知識 

□ 気を付けよう！インターネットのトラブル 

□ その他（                           ） 

※連絡・要望事項等（講座内容等にご希望のある場合はこちらにご記入ください。） 

 

 

 

参加者 

該当する項目に「✔」を入れてください。 

□ 学生 （     年生）（クラス数：  クラス） 

□ 勤労者  □ 高齢者  □ 一般消費者  □ 地域見守り・指導者 

□ その他（                           ） 

参加人数 約      名  （年齢層     歳代～     歳代） 

実施場所 
会場名   

所在地   

<お問い合わせ・お申込み> 

和歌山県消費生活センター 

TEL:(073) 433-1551  FAX:(073) 433-3904 

Mail: e0313011@pref.wakayama.lg.jp 


